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令和７(2025)年度科学研究費助成事業－科研費－（国際共同研究加速基金 

（国際先導研究））の公募について（通知） 

 

このことについて、「令和７(2025)年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領（国際共

同研究加速基金（国際先導研究））」（以下「公募要領」という。）により公募します。 

ついては、貴職から関係者に周知するとともに、貴研究機関において応募者がいる場合に

は、下記の点に留意の上、公募要領「Ⅳ 研究機関の方へ」の内容に従い、応募に係る手続

等必要な事務を行ってください。 

 

記 

 

＜公募期間＞ 

令和７(2025)年１月９日（木）～３月１４日（金）午後４時３０分（厳守） 

 

 公募要領は、以下からダウンロードしてください。 

日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ 

（日本語版・英語版） 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/05_sendou/koubo.html 

 

 科研費電子申請システムは、１月１７日（金）から利用することができます。 

 

 本公募に際し、公募説明会を１月２９日（水）に開催します。詳細及び参加を希望さ

れる方は本会ウェブサイトにてご確認ください。 

 

 今回の公募における前回からの主な変更点は別紙のとおりです。また、「国際先導研

究の公募・交付に係るＦＡＱ」及び「国際先導研究応募について」を公開しています

ので、併せて貴職から関係者に周知してください。 

（ＦＡＱ） 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/05_faq/index.html 

（国際先導研究応募について） 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/05_sendou/koubo.html 

 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/05_sendou/koubo.html
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/05_faq/index.html
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/05_sendou/koubo.html


 

〔連絡先〕 

〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１ 

独立行政法人日本学術振興会 

研究事業部 研究助成第三課 国際科学研究費第二係 

ＴＥＬ  03-3263-1888 

Ｍａｉｌ kksi-kaken2@jsps.go.jp 

 

 



別紙 

令和７(2025)年度公募における主な変更点 
 

（１）研究インテグリティについて  

○「研究インテグリティの確保に係る対応方針について」（令和３年４月２７日統合イノベーシ 

 ョン戦略推進会議決定）等を踏まえ、研究活動の透明性の確保のため、必要な対応を実施して 

 います。  

 令和７(2025)年度公募からは、e-Radに登録された研究インテグリティに係る情報を科研費電子 

 申請システムに連携し、当該e-Rad情報を基に研究計画調書に必要な情報を入力いただきます。 

 特に、e-Radにおいて、研究代表者及び研究分担者が所属機関への研究インテグリティに係る誓 

 約状況を登録していない場合は応募できませんので、必ず事前に当該情報の登録状況を確認し 

 てください。（「Ⅲ．応募する方へ １．応募の前に行うべきこと (2)研究者情報登録の確認 

 （e-Rad）」及び「Ⅳ．研究機関の方へ ３. 応募書類（研究計画調書）の提出に当たって確認 

 すべきこと (2)研究者情報登録の確認（e-Rad）」参照）  

 

（２）安全保障貿易管理の体制整備について  

○科研費による研究活動を行う研究者に対しては、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第  

 228 号）に基づき規制されている技術の輸出（提供）を予定している場合には、当該法律や所 

 属研究機関の規程等を踏まえ、安全保障貿易管理体制や対処方法等を十分に確認することを求 

 めています。  

 令和７(2025)年度に助成を行う研究課題から、交付決定までに当該研究課題において外為法の 

 輸出規制にあたる貨物・技術の提供が予定されているかの確認及び、提供の意思がある場合 

 は、研究機関の管理体制の有無について確認を行います。  

 提供の予定がある場合、管理体制が整備されている必要がありますので、研究機関は当該事務 

 を適切に行うために必要な体制を整備し、整備状況を必ずe-Radへ登録してください。（「Ⅳ． 

 研究機関の方へ ２．「研究機関としてあらかじめ行うべきこと (10)安全保障貿易管理体制の 

 整備について」及び「Ⅴ．関連する留意事項等 ７．安全保障貿易管理について（海外への漏え 

 いへの対処）」参照）  

 

（３）研究データマネジメントについて  

○令和６(2024)年度から、原則全ての研究種目において研究データマネジメントプラン（ＤＭＰ） 

 の作成を求めます。ＤＭＰの作成例等の詳細は交付内定時に示しますので、当該内容に沿って研 

 究課題における研究成果や研究データの保存・管理等を行ってください。（「Ｉ.科学研究費助成 

 事業-科研費-の概要等 ６．科研費により得た研究成果の発信等について (4)研究データマネジ 

 メントについて」参照） 


